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お知 らせ

本
宮
市
長
選
挙
立
候
補 

 
予
定
者
等
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

介
護
者
の
つ
ど
い
の 

お
知
ら
せ

　ご
家
族
を
介
護
さ
れ
て
い
る
方

を
対
象
に
、
介
護
者
の
つ
ど
い
を

開
催
し
ま
す
。

　同
じ
よ
う
な
立
場
の
方
と
の
話

し
合
い
や
交
流
に
よ
り
、
身
体
や

心
を
少
し
で
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し

て
み
ま
せ
ん
か
?

◆
日

　時

　 1
月
13
日（
木
）

　午
前
10
時
〜
午
後
2
時

◆
場

　所

　え
ぽ
か

◆
内

　容

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
話
し
合
い

◆
対
象
者

 

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族

の
方（
在
宅
、
施
設
ど
ち
ら
で

も
可
）

◆
参
加
料

　昼
食
代 

3
9
0
円

◆
申
し
込
み

参
加
さ
れ
る
方
は
1
月
4
日
ま

で
に
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

な
お
送
迎
も
行
い
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
併
せ
て
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

（
☎
内
線
1
1
6
）

　平
成
23
年
2
月
3
日
任
期
満
了
に
伴
う
本
宮
市
長
選
挙
を
、
平

成
23
年
1
月
16
日
に
告
示
、
1
月
23
日
に
執
行
す
る
予
定
で
す
。

　選
挙
に
関
す
る
立
候
補
届
出
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
立
候
補
予
定
者
お
よ
び
関
係
者
は
出
席

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日

　時

　12
月
14
日（
火
）午
前
10
時
〜

◆
場

　所

　本
宮
市
役
所
2
階
第
3
会
議
室

◆
問
い
合
わ
せ
先

　本
宮
市
選
挙
管
理
委
員
会（
本
宮
市
役
所
総
務
課
内
）

 
（
☎
内
線
2
1
7
）

　生ごみ処理機を利用し堆肥化することは、ごみの減量
化や地球環境を守るための有効的な手段の一つでもあ
り、地球温暖化対策に大きく貢献します。
　生ごみは燃やせるごみの区分となっていますが、時間
をかけて処理すれば資源となります。生ごみ処理機を活
用し、ご家庭でごみの減量化や堆肥化をしてみませんか?

商品券で、最高20,000円分の
助成が受けられます

　本宮市では、生ごみ処理機を購入し、家庭から排出さ
れるごみの減量化および堆肥化を図り、資源の再生化に
協力していただいた方に対して、報償金（本宮商品券）を
交付しています。
【報償金の額】

区　分 報償金
交付額

報償金
限度額

報償金の
対象個数

生ごみ処理器
(コンポスト・
ＥＭボカシ器 )

購入価格の
１/２ 2,000 円 １世帯

２基まで

電動式生ご
み処理器

購入価格の
１/２ 20,000 円 １世帯

１基まで
※500円未満の端数は切り捨てになります。

【次の方は、報償金の交付対象になりません】
・ 以前の報償金の交付から5年を経過していない方また

は世帯。
・ 堆肥化し再資源化を図るのではなく、破砕して下水な

どに流すだけの処理機を購入した方。
【申請手続き】
　本宮市生ごみ減量化推進報償金交付申請書に、領収書
と購入した処理器のカタログを添付して、生活安全課環
境保全係または、白沢総合支所市民福祉課生活環境係に
提出してください。
※なお、申請の際は印鑑をお持ちください。
◆問い合わせ先
　本宮市役所生活安全課環境保全係　（☎内線114）
　白沢総合支所市民福祉課生活環境係（☎内線534）

家庭で生ごみを処理してみませんか?

真心・親切、お客様の足となり日々安全運転！
一般貸切旅客自動車運送業
　　　　小型バスから大型バスまで

〒969－1101　福島県本宮市高木字猫田53－１
0243－34－4450TEL 0243－34－4481FAX

観光・研修会・冠婚葬祭等バスのご用命は

協和交通株式会社

ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。
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本
宮
市
民
な
わ
と
び
選
手
権 

大
会
参
加
者
募
集

　本
宮
市
民
な
わ
と
び
選
手
権
大

会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日

　時

　 1
月
30
日（
日
）

　午
前
9
時
〜
正
午

◆
場

　所

　総
合
体
育
館

◆
参
加
対
象

　市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

◆
申
込
期
間

　 1
月
9
日（
日
）ま
で

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

 

☎
3
3

－

2
6
1
1

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド 

教
室
参
加
者
募
集

　も
と
み
や
ス
ポ
ー
ツ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
は
、
ス
キ
ー
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日

　時

　 1
月
23
日（
日
）

【
講
習
時
間
】

 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

◆ 

場

　所

　あ
だ
た
ら
高
原
ス
キ
ー
場

※
送
迎
バ
ス
希
望
の
方

　中
央
公
民
館
午
前
8
時
30
分

　出
発

※
現
地
集
合
の
方

　ス
キ
ー
セ
ン
タ
ー
午
前
9
時

　30
分
ま
で

◆
参
加
対
象

小
学
生
以
上
の
市
内
居
住
者
お

よ
び
在
勤
者
。
ま
た
は
、
も
と

み
や
ス
ポ
ー
ツ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
員

　※ 

小
学
生
は
保
護
者
同
伴
と
す
る
。

◆
定

　員

4
コ
ー
ス（
初
心
者
・
初
級
・

中
級
・
上
級
）計
30
名

◆
参
加
費

  （
会

　員
）1
、0
0
0
円

  （
非
会
員
）2
、0
0
0
円

※ 

リ
フ
ト
代
金
、
レ
ン
タ
ル
料

金
は
別
途
に
個
人
負
担
と
な

り
ま
す
。

◆
申
込
方
法

中
央
公
民
館
、
白
沢
公
民
館
に

備
え
付
け
の
参
加
申
込
書
に
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
期
間

 

12
月
20
日（
月
）午
前
9
時
〜

1
月
11
日（
火
）午
後
5
時

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

  

☎
3
3
―
2
6
1
1

相続または贈与などに係る
生命保険契約や損害保険契約などに基づく
年金の税務上の取り扱いの変更について

12月23日（天皇誕生日）
　通常通り収集を行います。なお、もとみやクリーンセン
ターへの個人搬入はできませんのでご注意ください。

○年末･年始のため
12月30日（木）・31日（金）

1月1日（土）・2日（日）・3日（月）
　上記期間中は、ごみステーションへごみを出さないようご
協力をお願いします。
　また、もとみやクリーンセンターへの個人搬入もできませ
んので、ご注意ください。
◆問い合わせ先
　もとみやクリーンセンター　　　　　　　☎33－5499
　本宮市役所生活安全課環境保全係　　　　☎33－1111
　白沢総合支所市民福祉課生活環境係　　　☎44－2114

　遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税
対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする
最高裁判所の判決がありました。
　これに伴い、このような年金に係る税務上の取り扱いを改めるこ
とにしましたのでお知らせします。
　つきましては、平成17年分から平成21年分までの各年分について、
所得税が納め過ぎとなっている方は、納め過ぎとなっている所得税
が還付になりますので、必要なお手続き（更正の請求または確定申
告など）をしていただきますようお願いします。
　なお、この取り扱いの変更の対象となる方や、所得税の還付のお
手続きについては、国税庁ホームページ（http：//www.nta.go.jp/）
をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※ 平成17年分について、還付できる期限が早い方で、平成22年12
月末になりますので、早めのお手続きをお願いします。
※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場
合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象に
なります。

◆問い合わせ先　二本松税務署　☎0243－22－1192

ごみの収集を休みます

祝日におけるごみ収集日

税務署からのお知らせ

ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所　秘書広報課へお申し込みください。




